
福智町罹災証明書等交付要綱 

令和３年１１月１１日 

要 綱 第 ４ ７ 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下、「法」とい

う。）第９０条の２第１項の規定に基づき、町長が交付する罹災証明書又は罹災届出証

明書（火災に係るものを除く。以下「証明書等」という。）に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 災害 法第２条第１号に規定する災害（火災に起因するものを除く。）をいう。 

(2) 住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

(3) 非住家 官公庁、学校、病院、公民館、神社、仏閣、事務所、倉庫、物置、工場

等の住家以外の建物をいう。ただし、これらの建物に、常時、人が居住している場合

には、当該部分は住家とする。 

(4) 動産等 自動車、家財道具等であって、住家及び非住家以外のものをいう。 

（証明書等の種類） 

第３条 証明書等の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによ

るものとする。 

(1) 罹災証明書（様式第１号） 住家の被害の程度について証明するものをいう。 

(2) 罹災届出証明書（様式第２号） 住家又は非住家、動産等について、罹災したこ

とについて町長に届け出たことを証明するものをいう。 

２ 町長が罹災証明書で証明する被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、

準半壊、準半壊に至らない（一部損壊）とし、浸水被害がある場合は、床上浸水（土砂

堆積等を含む）又は床下浸水（土砂堆積等を含む）の別を記載することとする。 

（証明書等の交付の申請） 

第４条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書（様式第３

号）を町長に提出しなければならない。 

２ 罹災届出証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書（様式第３

号）に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、当

該書類を添付することができない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。 

(1) 被害場所の位置図 

(2) 被害の状況が確認できる写真 

(3) その他町長が必要と認める書類 



（証明書等の交付申請の期間） 

第５条 証明書等の申請に係る期間は、災害が発生した日の翌日から起算して９０日とす

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

(1) 災害による被害が大きく申請に時間を要すると認められるとき。 

(2) 申請者が災害発生後に長期入院等により長期間にわたり不在であると認められる

とき。 

(3) その他町長が特に認めるとき。 

（証明書等の申請者の範囲） 

第６条 証明書等の申請者は、次の各号のいずれかに該当する者又はその同一世帯人が行

うことができる。 

(1) 罹災した住家の居住者又は住家及び非住家の所有者 

(2) 罹災した動産等の使用者又は所有者 

(3) その他町長が適当と認めた者 

２ 証明書等の申請は、代理人に委任することができる。この場合においては、代理人は

申請時に委任状（様式第４号）を町長に提出しなければならない。ただし、申請者の同

一世帯人が代理人の場合は、これを省略することができる。 

３ 第１項又は前項の規定により申請書を提出する者は、町長に対し、運転免許証、マイ

ナンバーカード、パスポートその他本人であることを確認できるものを提示しなければ

ならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。 

 （実地調査） 

第７条 町長は、罹災証明書の交付申請があったときは、住家の被害の実地調査を行うも

のとする。 

２ 前項に定める実地調査は、申請者から被害状況を示す写真等（当該申請者が被害のあ

った箇所を既に修復している場合にあっては、申請者が被害の状況を示す写真及び当該

修復の費用に係る請求書、領収書又は見積書等）の提出があった場合は、これを省略す

ることができる。 

３ 第１項に定める実地調査は、立入調査とする。ただし、次に該当する場合は、立入調

査を外観調査に代えることができる。 

(1) 大量の罹災証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合 

(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合 

４ 第１項に定める実地調査及び被害の程度の認定については、国が定める基準に基づい

て行うものとする。 

（証明書等の交付） 

第８条 町長は、第４条第１項の規定により提出された申請書及び前条の被害状況の調査

等に基づき、適当と認めたときは、罹災証明書を交付する。 

２ 町長は、第４条第２項の規定により罹災届出証明書の交付の申請があった場合は、申



請内容を審査又は、必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、罹災届出証明

書を交付する。 

 （証明書等の特例） 

第９条 証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証

明をもって前条の交付に代えることができる。 

（再調査） 

第１０条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された罹災の程度につ

いて相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から

起算して３０日以内に、被害認定再調査申請書(様式第５号)に当該証明書を添付して町

長に再調査を申請することができる。ただし、再調査の申請は、同一の罹災につき２回

を限度とする。 

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたと

きは、再調査を行う。 

３ 前項の再調査による結果は、申請者に速やかに通知するものとする。 

（証明書等の取消し） 

第１１条 町長は、証明書等を交付した後に、第４条及び前条に係る申請の内容に偽りが

あると認められたとき、又はその他不正の手段により証明書等の交付を受けたと認めら

れるときは、当該証明書等の交付によって証した事項を取り消すものとし、遅滞なく、

その理由を示して、交付を受けた者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により証した事項を取り消されたときは、当該取消しに係る証明書等の交

付を受けた者は、直ちにその証明書等を町長に返還しなければならない。 

（手数料） 

第１２条 証明書等の交付に係る手数料は、福智町手数料徴収条例(平成１８年福智町条

例第５６号)第５条の規定により免除する。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附則（令和５年１月１６日要綱第１号） 

この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 


